
別記様式第 1号（第 3条関係） 

行政部文書開示請求書 

2021(R3)年 10 月 8 日 

蘭越町町長 金 秀行 殿 

 

北海道磯谷郡蘭越町富岡 1035-3 

請求人 野村一也 

090-4836-4467 

蘭越町情報公開条例第 12条の規定に基づき、次のとおり公文書の開示を請求します。 

本請求の経緯（請求人が、同一事案に３度の開示請求を余儀なくされた経緯） 

⚫ 2020(R2)年 12 月 1 日、請求人は、蘭越町長の同年 11 月 11日付けの甲の公文書開示請求に対す

る公文書非開示決定処分を受け、蘭越町情報公開審査会に、審査請求を申し立てた。 

⚫ 2021(R3)年 3月 18 日、蘭越町情報公開審査会は、蘭越町が非開示とした文書について、一部を除

き開示することを蘭越町に答申した。 

⚫ 同年 3 月 30日、蘭越町は、蘭越町情報公開審査会の答申に従って、文書を開示した。 

⚫ 同年 8 月 3 日、請求人は、蘭越町ホームページリニューアル業務委託に関する以下の文書の開示

を請求した。 

1) 検討委員の所属・氏名 

2) ３社のプロポーザル業者の選定理由 

3) ３社のプロポーザル内容 

4) 検討委員がプロポーザルの評価・選定をした内容 

5) 業務委託契約の内容 

⚫ 同年 8 月 12日、蘭越町は文書の一部を開示した。しかしながら、選定委員会の議事録は、第５回

目のみしか開示されなかった。また、プロポーザル内容については、非開示理由の該当箇所を黒

塗りにして公開されるのでなく、いっさいの文書が開示されなかった。 

⚫ 同年 8 月 13日、請求者は、総務課工藤氏に対し、8 月 3 日の請求において、すべての議事録と、

黒塗りがあったとしても、プロポーザル文書の公開の対象とすることを求めた。 

⚫ 同年 8 月 17日、総務課工藤氏は、金町長を含む担当者と協議のうえ、請求者の求めを拒絶した。 

⚫ 同年 8 月 17日、請求人は、仕方なく、再請求を行うこととし、公開を求める文書を「蘭越町公式

ホームページリニューアル業務委託に掛かるすべての書類」とした。 

⚫ 同年 8 月 18日、請求人は、総務課今野氏に対し、２回目の開示で１回目と同じように一切の文書

を完全秘匿するのでなく、黒塗りがあったとしても一部開示するよう求めた。しかし、今野氏は

「出さない」の一点張りであった。請求人がその理由を追及すると、副町長が「チセヌプリのケ

ースで提案書を公開しなかった」旨を町内関係者に周知させたことが原因であることが発覚し

た。 

⚫ 同年 9 月 1 日、文書開示が行われたが、提案書は、採用された会社の分も含め、完全に秘匿され

た。請求人は、日を改めて、副町長が説明するよう求めた。 
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⚫ 同年 9 月 2 日、請求人は、副町長同席の上で、採用された会社の分さえも完全秘匿することが、

蘭越町情報公開条例、および、蘭越町情報公開審査会が 3月 18 日に諮問したことに反しているこ

とを説明した。副町長は、蘭越町情報公開審査会の諮問内容を読み違えていたことを認め、開示

する内容を再検討することを明言した。その一方、請求人との紳士的なやり取りを拒絶し、言葉

の伝達さえままならない状態であった。なお、プロポーザル前の打合せの記録について、小林当

時総務課長は「情報収集であって、残すほどではないから残さなかった」と答えた。 

⚫ 同年 9 月 21日、請求人は、金町長を訪問し、いったん延期した文書開示の場への同席を求めた。

金町長は「副町長に一任してある」として、同席を拒絶した。 

⚫ 同年 9 月 24日、文書開示が行われた。町は、採択された会社の提案を一部開示したが、７割以上

が黒塗りされ、内容を知ることはほぼ不可能であった。また、町は、非採択の２社の分の開示を

拒否した。請求人は、非採択の２社の分を開示拒否したことが、蘭越町情報公開審査会の答申に

反することを指摘するが、町は応ぜず、さらに新たな開示請求をするよう、請求人に求めた。 

⚫ 翌日 25日、請求人は、町が発行した開示決定通知書の請求内容欄に改ざんがあることに気づい

た。 

開示請求書 
蘭越町公式ホームページリニューアル業務委託に掛かるすべて
の書類。 

開示決定通知書 
プロポーザルに係る採用となった事業者の企画提案書（9月 1

日、開示内容を協議した書類） 

⚫ 翌日 26日、請求人は、総務課今野氏に、改ざんを訂正し、開示決定通書を再発行するよう求め

た。 

⚫ 同年 10月 1日、請求人は、総務課今野氏に対し、開示決定通知書に改ざん箇所があることなどか

ら、9月 24日に請求人が示唆した３度目の開示請求を行わず、2 回目の開示請求書をもって、非

採択の２社の企画提案書を開示するようた。今野氏は、開示決定通知書の改ざんを「言い回しの

違い」と言い張り、それを認めようとしなかった。 

請求内容 

１ 請求にかかる公文書 

の名称または内容 

蘭越町ＨＰリニューアル業務委託業者選定委員会に関する以下の書

類 

1. 非採択となった２社の提案書。見積額部分を含むこと。 

2. プロポーザル前に実施された３社との打合せ記録 

3. 選定委員会のすべての議事録。ただし第５回目は除く。 

4. 選定委員会が３社の提案内容を比較するために蘭越町が作成

した一覧表 

5. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金交付金の

申請にかかるすべての書類 

２ 開示方法の区分 ☑閲覧 ☑写しの交付 □郵送 

３ 受付年月日    年 月 日 

４ 担当課等   課     係（内線     ） 

５ 備考  



 

以上 




